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第1章 計画の概要 

 

目的 

「福島県新広域道路交通計画」（本計画）は、新たな社会・経済の要請に応えるとともに、総合交通体系の基

盤としての道路の役割強化や、ＩＣＴ・自動運転等の技術の進展を見据えた未来志向の計画として、福島県内に

おける「平常時・災害時」を問わない「物流・人流」の確保・活性化を図り、今後の計画的な道路整備・管理や道路

交通マネジメント等の基本として策定するものである。 

 

 

対象地域 

本計画の対象地域は、福島県全域とする。 

 

 

計画期間 

本計画は、2021年度を初年度とする概ね20～30年間を対象とする。 

 

 

新広域道路交通ビジョン及び計画の体系 

「福島県新広域道路交通ビジョン」及び本計画の体系は、以下の通りである。 

本計画は、福島県における広域的な道路交通に関する今後の方向性について、平常時・災害時及び物流・人

流の観点から、広域道路ネットワーク、交通・防災拠点、ICT交通マネジメントの３つの基本方針に基づいた構成と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※今回計画策定にあたり、「福島県広域道路整備基本計画」をベースに検討した。 
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第2章 広域的な道路交通の基本方針 

 

「福島県新広域道路交通ビジョン」において、将来像及び広域的な交通の課題と取組の状況を踏まえた、

広域的な道路交通に関する今後の方向性として、広域的な道路交通の基本方針を以下のように定めている。 

本計画は、この基本方針に沿って策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：福島県新広域道路交通ビジョン 
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第3章 新広域道路交通計画 

第1節 広域道路ネットワーク 

  

1． 基本的考え方 

（１）広域道路ネットワークの階層 

広域道路ネットワークのうち、基幹道路は下記の高規格道路及び一般広域道路（あわせて以下、「広域道

路」という。）とする。 

 

1）高規格道路 

人流・物流の円滑化や活性化によって我が国の経済活動を支えるとともに、激甚化、頻発化、広域化する

災害からの迅速な復旧・復興を図るため、主要な都市や重要な空港・港湾を連絡するなど、高速自動車国道

を含め、これと一体となって機能する、もしくはこれらを補完して機能する広域的な道路ネットワークを構

成する道路。 

また、地域の実情や将来像(概ね20～30 年後)に照らした事業の重要性・緊急性や、地域の活性化や大都

市圏の機能向上等の施策との関連性が高く、十分な効果が期待できる道路で、求められるサービス速度が概

ね60km/h 以上の道路。 

全線にわたって、交通量が多い主要道路との交差点の立体化や沿道の土地利用状況等を踏まえた沿道ア

クセスコントロール等を図ることにより、求められるサービス速度の確保等を図る。 

原則として、以下のいずれかに該当する道路とする。 

○ブロック都市圏（※1）間を連絡する道路 

※１：中枢中核都市や連携中枢都市圏、定住自立圏等 

〇ブロック都市圏内の拠点連絡（※2）や中心都市（※3）を環状に連絡する道路 

※２：都市中心部から高規格幹線道路IC へのアクセスを含む 

※３：中枢中核都市、連携中枢都市 

〇上記道路と重要な空港・港湾（※4）を連絡する道路 

※４：その他ジェット化空港、重要港湾 

 

2）一般広域道路 

広域道路のうち、高規格道路以外の道路で、求められるサービス速度が概ね40km/h 以上の道路。現道の

特に課題の大きい区間において、部分的に改良等を行い、求められるサービス速度の確保等を図る。 

原則として、以下のいずれかに該当する道路とする。 

○広域交通の拠点となる都市（※5）を効率的かつ効果的に連絡する道路 

※５：中枢中核都市、連携中枢都市、定住自立圏等における中心市 

上記圏域内のその他周辺都市（２次生活圏中心都市相当、昼夜率

1 以上） 

○高規格道路や上記道路と重要な空港・港湾等（※6）を連絡する道路 

※６：その他ジェット化空港、重要港湾、中枢中核都市の代表駅、コ

ンテナ取扱駅 

 

※構想路線 

高規格道路としての役割が期待されているものの、起終点が決まっていない等、個別路線の調査に着手し

ている段階にない道路。 

新たな広域道路ネットワークの階層 



 

4 

 

 

（２）拠点設定の考え方 

国の基本戦略（広域道路ネットワークの方向性）に基づき、広域道路ネットワークの強化を図るうえで考

慮すべき拠点について設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【広域道路ネットワークの拠点となる都市】 

【重要な空港・港湾等】 
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2． 広域道路ネットワーク計画 
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■広域道路ネットワーク路線一覧表（福島県）

東北自動車道 高規格道路 西白河郡西郷村 伊達郡国見町

常磐自動車道 高規格道路 いわき市 相馬郡新地町

磐越自動車道 高規格道路 いわき市 耶麻郡西会津町

東北中央自動車道 高規格道路 相馬市 福島市

郡山西環状道路 高規格道路 郡山市 郡山市

会津縦貫北道路 高規格道路 喜多方市 会津若松市

会津縦貫南道路 高規格道路 会津若松市 南会津郡南会津町

あぶくま高原道路 高規格道路 西白河郡矢吹町 田村郡小野町

いわき東道路 高規格道路 いわき市 いわき市

栃木西部・会津南道路 高規格道路 南会津郡南会津町 南会津郡南会津町

（仮称）小名浜道路 高規格道路 いわき市 いわき市

一般国道4号 一般広域道路 西白河郡西郷村 伊達郡国見町

一般国道6号 一般広域道路 いわき市 相馬郡新地町

一般国道13号 一般広域道路 福島市 福島市

一般国道49号 一般広域道路 いわき市 耶麻郡西会津町

一般国道115号 一般広域道路 相馬市 相馬市

一般国道121号 一般広域道路 喜多方市 喜多方市

一般国道252号 一般広域道路 南会津郡只見町 河沼郡会津坂下町

一般国道289号 一般広域道路 南会津郡只見町 いわき市

福島県道小野富岡線 一般広域道路 いわき市 双葉郡富岡町

福島県道吉間田滝根線 一般広域道路 田村郡小野町 いわき市

（仮称）水戸・郡山広域都市圏連絡道路 構想路線 東白川郡矢祭町 須賀川市

（仮称）つくば・八溝縦貫・白河道路 構想路線 白河市 白河市

（仮称）あぶくま横断道路 構想路線 県中地方 双葉地方

（注）路線一覧表の項目等については、今後変更の可能性がある。

路線名 分類 起点 終点

※起点・終点については、県内の起点・終点を記載 
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第2節 交通・防災拠点 

1． 基本的考え方 

①ターミナル性の高い交通結節点の支援 

(1) 交通結節点における乗換えの円滑化を推進する。 

(2)「道の駅」へのコミュニティバス・高速バス等の交通結節機能の強化を推進する。 

②防災機能を備えた道の駅などの拡充 

(1) 「福島県地域防災計画」に広域的な防災活動の拠点として位置付けられている「道の駅」では、救

急・救助の拠点となる自衛隊基地・駐屯地や災害医療拠点、物資輸送や避難等の拠点となる広域防災

拠点と連携するため、主要な防災拠点としての機能強化を図る。 

(2) 防災機能を備えた「道の駅」は非常時において、道路管理者やその他災害対応関係者の情報を集約

して発信することが可能であり、積極的な展開を図る。 

 

2． 交通・防災拠点計画 

  ① 交通拠点 

事例 高速道路ICに接続するバスターミナル（南相馬市 南相馬IC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▼南相馬ＩＣバスターミナルの位置及び都市間バスの運行ルート 

南相馬 ICに接続するバスターミナル 

（平成 30年 10月 1日運用開始） 

南相馬IC

相馬IC

南相馬
⇔福島市

南相馬
⇔福島市

南相馬
⇔仙台市

南相馬
⇔東京都
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事例 道の駅に設置された高速バス乗り場（湯川村 道の駅「あいづ 湯川・会津坂下」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼道の駅におけるバス結節機能の設置状況 

県内34箇所の道の駅のうち、 

高速バス立寄り３箇所 

路線バス立寄り8箇所 

出典：会津バス 

▼道の駅「あいづ 湯川・会津坂下」 高速バスのりば 専用駐車場の整備 

出典：道の駅「あいづ 湯川・会津坂下」HP 
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②防災拠点 

災害時の物資輸送や避難等の主要な拠点となる道の駅として以下を位置付ける。 

   

No 防災道の駅 

1 道の駅 猪苗代 

 

事例 道の駅 猪苗代（福島県猪苗代町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-1 福島県における防災道の駅 
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道の駅猪苗代の全景 

災害時の緊急輸送用ヘリポート

（避難訓練の状況） 
太陽光発電機・自家発電機 
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第3節  ＩＣＴ交通マネジメント 

1． 基本的考え方 

○都市交通及び交通弱者対策へのビッグデータの活用・AI 技術の展開 

(1) ETC2.0 を活用し、局所的な渋滞要因の特定を更に高度化しながら、効果的なピンポイント対策の検

討を進める。 

(2) 人口減少及び高齢化社会が加速度的に進む福島県の中山間地域などにおける移動手段の確保に向

け、市町村や民間団体等が行う自動運転サービスやMaaSの早期社会実装を目指す取組を支援する。 

2． ＩＣＴ交通マネジメント計画 

ＩＣＴ等の革新的な技術を積極的に活用した交通マネジメントの強化に関わる計画を、以下表のとおり

整理する。 

 

 

分類 取組み内容 

ETC2.0 速度低下状況や潜在的な事故危険箇所の把握（国土交通省） 

自動運転・MaaS 自動走行やMaaS等最新技術の活用による復興、住民帰還加速に資する移動サービスの

構築（浪江町ほか） 

MaaS 会津 Samurai MaaSプロジェクト（会津若松市ほか） 

スマートシティ スマートシティ会津若松（会津若松市ほか） 

AI ダイナミックルーティングバス実証実験（会津若松市ほか） 

グリーンスロー 

モビリティ 

IoT技術等を活用したグリーンスローモビリティの効果的導入実証実験（飯舘村ほか） 

グリーンスロー 

モビリティ 

低速電気自動車「グリーンスローモビリティ」(通称・トイボ)の実証実験（いわき市ほか） 

無人配送 自動配送ロボの実証実験（民間団体） 

 

 

  

表 3-1 福島県における主な取組み 



 

12 

 

事例（ETC2.0）  

速度低下状況や潜在的な事故危険箇所の把握（国土交通省） 
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4

49

郡山ＩＣ

郡山南ＩＣ

288

288

郡山駅

郡山市役所

十貫内

大池北

仁池向

日和田ＳＰ西

日大入口

金山橋西

郡山警察署前

開成三丁目

開成山

郡山駅入口

大町

若葉町

三春街道入口

八山田辻道

消防署南

さくら通り

文化通り

内
環
状
線

市役所
周辺

4号
平面交差

桑野三丁目

静御前通り

菜根屋敷

開成六丁目

桑野三丁目

福原

※民間プローブ集計期間：H28.4.1～H28.11.30   

▼郡山中心部の旅行速度状況（火曜日 7:45～8：00）

凡例

：10ｋｍ/h未満

：20ｋｍ/h未満

：主要渋滞箇所
（直轄）

：主要渋滞箇所
（その他）

：高速自動車国道

：一般国道

：主要地方道（県道）

：一般県道

：その他の道路

▼郡山中心部の旅行速度状況 

出典：国土交通省 

前後加速
-0.3～-0.5G

前後加速
-0.5G以下

合計

7時台 9 1 10
8時台 8 1 9
9時台 0 0 0
10時台 2 1 3
11時台 2 0 2
12時台 0 1 1
13時台 1 0 1
14時台 2 0 2
15時台 1 0 1
16時台 7 1 8
17時台 15 2 17
18時台 13 3 16

出典：2016年5月（平日）のETC2.0プローブ（様式1-2,1-4）を集計

至福島市
（R4：郡山BP）

至

郡
山
市
街
地

（
旧
Ｒ
4
）

至

白
河
市
（
Ｒ
4
）

下り

上り

信号停止による
急ブレーキ

迷走車の進行変更による
後続車両の急ブレーキ

大型標識

分岐手前にある大型標識

バイパス方向
（福島市方面）

現道方向
（郡山市街地方面）

▲時間帯別方向別交差点流入部平均速度 ▲時間帯別急減速発生数

バイパス方向
(福島市方面）

現道方向
（郡山市街地方面）

全方向平均

7時台 26 38 27
8時台 34 51 35
9時台 31 26 31
10時台 31 26 30
11時台 40 39 39
12時台 17 40 19
13時台 42 33 39
14時台 31 25 29
15時台 42 33 40
16時台 44 21 31
17時台 43 34 41
18時台 34 14 22

▼国道 4号（十貫内交差点）の下り方向の速度分布と危険挙動 

出典：国土交通省 
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事例（自動運転・MaaS）  

自動走行やMaaS等最新技術の活用による復興、住民帰還加速に資する移動サービスの構築（浪江町ほか） 

 

 

事例（MaaS） 会津SamuraiMaaSプロジェクト（会津若松市ほか） 
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事例（スマートシティ）  スマートシティ会津若松（会津若松市ほか） 

 

 

事例（AI）  ダイナミックルーティングバス実証実験（会津若松市ほか） 
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事例（グリーンスローモビリティ）  

IoT技術等を活用したグリーンスローモビリティの効果的導入実証実験（飯舘村ほか） 

 
 

事例（グリーンスローモビリティ）  

低速電気自動車「グリーンスローモビリティ」(通称・トイボ)の実証実験（いわき市ほか） 
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（参考）福島県広域道路整備基本計画 

 

表
示
方
法

備
考

・
供
用
及
び
整
備
計
画
区
間
（
事
業
中
区
間
含
む
）

・
基
本
計
画
及
び
予
定
路
線
区
間

（
交
流
促
進
型
）

・
本
線
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機
能
確
保
の
た
め
、

　
整
備
の
目
標
と
し
て
特
に
構
造
上
の
強
化

　
を
図
ろ
う
と
す
る
道
路

（
地
域
形
成
型
）

・
沿
道
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
性
に
配
慮
し
た
道
路

路
線
表
示
区
分

高
規
格
幹
線
道
路

広 域 道 路


